
意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 
０Ｄ－ＣＬＡＳ
Ｓ１ 

意匠分類記号 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ２ 

意匠分類の名称 

Ｋ６－２０ 混合機又はかくはん機 

 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｋ６－２０ 全 混合機又はかくはん機 

   
￥Ｄ－ＣＬＡＳ

Ｓ５ 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

６ 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

７ 

この分類に含まれる物品 

混合機 かくはん機 ねっか機 

乳化機   

   
Ｄ－ＣＬＡＳＳ８ 

定義 

  一般化学工業にて使用されるもの。 

 

 

 

 

 

 

 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

業務用食品かくはん機（Ｋ４－４０）を除く。 

 分類付与運用メモ（付与優先関係、懸案事項など） 

  

Ｄ－ＣＬＡＳＳ

１０ 

過去に分類した物品の名称 

混合機 かくはん機 同軸加圧液体ミキサー 

   

 

Ｋ６－２０ 

登録 1032570号 

混合機 

Ｋ６－２０ 

登録 1024663号 

混合機 

Ｋ６－２０ 

登録 1024848号 

攪拌機 


